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令和５年（2023 年）第４回ニセコ町農業委員会総会議事録 

 

１　開催日時　　令和５年４月２６日（水）　午後２時００から午後３時００分 

 

２　開催場所　　ニセコ町役場　３階　町民ホール 

 

３　出席委員（１２人） 

会長　　　　　　　　１２番　荒木　隆志 

会長職務代理者　　　　７番　大野　智美 

委員　　　　　　　　　１番　大田　和広　　　　　　２番　大橋　敏範 

３番　佐藤　寿恵　　　　　　４番　長井　　修 

５番　久保　正人　　　　　　６番　笹塚　成之 

８番　髙橋　　洋　　　　　　９番　茶谷　久登 

１０番　芳賀　修一　　　　　１１番　大道　正幸 

 

４　欠席委員（０人） 

 

５　議事日程 

第　１　議事録署名委員の指名 

第　２　会期の決定 

第　３　諸般の報告 

第　４　報告第１号　ニセコ町農業委員会事務局規程の一部改正について 

第　５　報告第２号　農地所有適格法人の要件確認について 

第　６　報告第３号　農業経営改善計画の認定について 

第　７　報告第４号　新規就農計画の認定について 

第　８　報告第５号　農用地利用関係の調整結果について 

第　９　報告第６号　令和４年度農地の権利移動等の状況について 

第１０　報告第７号　農地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約）について 

第１１　報告第８号　農地転用許可後の工事進捗状況報告の受理について 

第１２　議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について 

第１３　議案第２号　農地法第５条の規定による許可申請について 

第１４　議案第３号　農業経営改善計画の認定について 

第１５　議案第４号　経営改善資金計画（青年等就農資金）の意見について 

第１６　議案第５号　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の決定について 

 

６　傍聴人　なし 

 

７　農業委員会事務局職員　 

事務局長　中川　博視　　　農地係長　佐藤　　篤 
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８　会議の概要 

 議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ただいまの出席委員は、１２名であります。 

　定足数に達しておりますので、これより令和５年、第４回ニセコ町農業委員会

総会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　本日の議事日程は、あらかじめお手許に配布したとおりであります。 

 

　日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

　議事録署名委員は、会議規則第９条の規定により 

　議長において、 

　６番　　笹　塚　成　之　　君　　７番　　大　野　智　美　　君を指名い

たします。 

　なお、本日の会議書記には、事務局職員の中川事務局長、佐藤係長を指名いた

します。 

 

　日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　今総会の会期は、本日１日間としたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

 

　　【異議なしの声あり】 

 

　ご異議なしと認めます。 

　よって会期は、本日１日間と決定しました。 

 

　日程第３、諸般の報告をいたします。 

　令和５年、第３回総会以降の会長及び代理の動静について報告いたします。 

　その内容は別紙動静書のとおりであります。 

 

　以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

　日程第４、報告第１号「ニセコ町農業委員会事務局規程の一部改正について」

の件、 

　日程第５、報告第２号「農地所有適格法人の要件確認について」の件、 

　日程第６、報告第３号「農業経営改善計画の認定について」の件、 

　日程第７、報告第４号「新規就農計画の認定について」の件、 

　日程第８、報告第５号「農用地利用関係の調整結果について」の件、 

　日程第９、報告第６号「令和４年度農地の権利移動等の状況について」の件、 

　日程第１０、報告第７号「地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約）

について」の件、 

　日程第１１、報告第８号「農地転用許可後の工事進捗状況報告の受理につい
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て」の件、 

　８件を一括議題といたします。 

　事務局より報告事項の朗読と説明をお願いします。 

 

　　【事務局　報告第１号の朗読・説明】 

　ニセコ町が定めておりました個人情報に関係する条例と規則が廃止となった

ため、農業委員会事務局規定がそれら条例・規則を引用していた部分の条文整理

と、関係する法令の制定年度等が記載いされていなかったことに関し文言の整

理を行いました。 

　規定全文の訂正後を、５ページから７ページに、条文整理等を行った箇所の新

旧対象表を８ページから９ページに添付しております。 

　以上、報告第１号の説明を終わります。 

 

　　【事務局　報告第２号の朗読・説明】 

　２件の報告がありました。法人形態、売上高、構成員要件、役員の従事要件な

ど全ての要件を満たしております。 

　要件確認書は、番号１番の法人は１１ページに、番号２番の法人は１２ページ

に添付しております。 

　以上で、報告第２号の説明を終わります。 

 

　　【事務局　報告第３号の朗読・説明】 

　農業経営改善計画に４件の協議があり、総会にかける時間の余裕がなかった

ことから、会長専決処分といたしました。 

　圃場管理、適正施肥、計画的な作業と効率的な労働配分を図り収益を増やす計

画となっております。 

　詳細な計画内容について１４ページから２９ページに添付してあります。 

　以上、報告第３号を終わります。 

 

　　【事務局　報告第４号の朗読・説明】 

　ニセコ町農業担い手育成に関する条例により新規就農資金の貸し付けを受け

るため１名の新規就農認定者がいましたので報告します。 

　氏名等については御覧のとおりです。詳細な新規就農計画は３１ページから

３４ページに添付しております。 

　以上で、報告第４号の説明を終わります。 

 

　　【事務局　報告第５号の朗読・説明】 

　令和４年１２月１９日に申出を受け、令和５年４月１１日に農用地利

 用関係調整委員会を開催し利用調整を行いました。

 　金額はご覧のとおりで、支払期限は８月までとなっています。

 　３６ページに図面を添付しております。

　以上、報告第５号の説明を終わります。 
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議　長 

 

 

 

 

 

 

 

　　【事務局　報告第６号の朗読・説明】 

　２０２．６ha の移動がありましたが、面積については、重複している面積や

利用権の再設定もあるため、全てが移動したわけではありません。非農地通知に

ついて反映されておりません。 

　以上、報告第６号の説明を終わります。 

 

　　【事務局　報告第７号の朗読・説明】 

　所有者、地番、面積等はご覧のとおりです。 

　合意解約となった契約の対象農地の内、１筆において他の貸手から賃貸借し

ている隣接農地を本年６月の契約満了をもって契約更新しない旨の通知を受け

たことから、その農地へ使用する農機具の立入りが不可能となり耕作ができな

くなることとなったため、貸手と借手による全ての賃貸借契約を合意解約し、農

地として使用できなくなる１筆を除き、議案第５号により再設定を行うことと

なります。 

　使用できなくなる農地へは現在隣接するほかの貸手が所有する農地を通過し

町道へ出入りしており、借主は同地において大型トラクター、ダンプトラック、

専用のハーベスター等を使用する耕作を行っており、ほかの場所からの立入り

は使用する大型機械の通行が困難である。 

　位置図は、４０ページに添付しております。 

　以上、報告第７号の説明を終わります。 

 

　　【事務局　報告第８号の朗読・説明】 

　１件の報告がありました。 

　令和３年８月に許可となった事案で、開発面積が５．９ha で、転用面積が３

haです。 

　事業全体のうち、第１工区が完成したこの時期に進捗報告が提出されました。

進捗率は２８．４％です。 

　第１工区の完成写真等を４３ページから４４ページに、求積図、施設計画配置

図、土地利用計画図を順に４５ページから４７ページに添付しております。 

　更に、他法令によってこの事業の第１工区が完了したことを後志総合振興局

長名で証明している書面の写しを４８ページから４９ページに添付しました。 

　　以上、報告第８号の説明を終わります。 

 

　それでは、ただ今の報告第１号について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

　　【発言なし】 

 

　続きまして、報告第２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

　　【発言なし】 
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○　番 

 

議　長 

 

○　番 

 

議　長 

 

調整委員 

 

 

○　番 

 

議　長 

 

 

 

 

○　番 

 

議　長 

 

○　番 

 

議　長 

 

地区担当 

 

 

 

 

○　番 

 

　続きまして、報告第３号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

　　【発言なし】 

 

　続きまして、報告第４号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

　　【発言なし】 

 

　続きまして、報告第５号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

　発言を求めます。 

 

　発言してください。 

 

　１０a当りの単価が少々高い用に思いますが、補足の説明をお願いします。 

 

　調整員に説明をお願いします。 

 

　形は複雑ですが農地としての条件は悪くないものです。現況が山林部分も含

め合意となった価格です。 

 

了解しました。 

 

　続きまして、報告第６号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

　　【発言なし】 

 

　続きまして、報告第７号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

発言を求めます。 

 

　発言してください。 

 

　合意解約により借手が離れた農地は、次の借手は難しいのか。 

 

　地区担当から状況を説明してください。 

 

　隣接し町道からの出入りを可能としていた農地が使用できなくなった場合に

は、立入りは難しい。農地単体では、急勾配のため、農機具での作業が困難で特

に防除等の作業には難がある。隣接農地と一緒に基盤整備が可能であれば勾配

も解消されたかもしれないが、単体での基盤整備は難しい。 

 

　了解しました。 
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 議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

　続きまして、報告第８号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

　　【発言なし】 

 

　特に発言がないようですので、報告第１号から報告第８号を報告済とします。 

 

　日程第１２、議案第１号「令和５年度の活動目標について」の件を議題といた

します。 

　事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

　　【事務局　議案第１号の朗読と説明】 

　経営移譲を受けた農地の贈与を受けるため、現経営者へ父名義の農地を所有

権移転するものです。 

　５１ページにある調査書にあるとおり、許可要件を全て満たしております。 

　図面は、５２ページに添付しております。 

　以上で議案第１号の朗読と説明を終わります。 

 

　これより、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」の件の

質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

　　【なしの声あり】 

 

　質疑なしと認め、討論を省略いたします。 

 

　これより、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」の件を

採決いたします。 

　本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

　　【全員挙手】 

 

　全員賛成ですので、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

　日程第１３、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」の件

を議題といたします。 

　事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

　　【事務局　議案第２号の朗読と説明】 

　本案につきましては、民間企業が計画する保管・加工・貯蔵施設建設の事業計

画にその全体事業面積の３分の１を超えない面積で第１種農地を転用したいと

する申請です。 

　農地法第５条調査書を５４ページから５７ページに、今回の農地転用が対象

となる事業箇所を求積した敷地面積計算書を５８ページに、各筆毎に転用対象
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議　長 

 

 

 

○　番 

 

議　長 

 

○　番 

 

事務局 

 

 

 

 

○　番 

 

○　番 

 

 

 

○　番 

地への転用対象箇所を示したニセコ蒸留所貯蔵庫新設工事の図面を５９ページ

に、貯蔵庫の平面図及び立面図を６０ページから６１ページに、転用個所の面積

を求積した転用部分の面積算定根拠の図面を６２ページに、事業計画面積と転

用申請面積の割合の図面を６３ページに、事業計画全体図の図面を６４ページ

に、建設予定地図面を６５ページに、位置図及び周辺農地の図面を６６ページ、

画像を６７ページから６８ページに、事業計画書を６９ページから７４ページ

添付しております。 

　申請農地については、１０ｈａ以上の集団的農地であり第１種農地と判断し

ております。 

　転用申請箇所の南側非農地部分には店舗、事務所、堆雪スペース、駐車場等の

利用を次年度以降の計画としております。転用個所西側にも非農地部分に駐車

スペースを計画しているところであり、この駐車スペースと転用申請箇所との

間には、農地が９５３㎡残ることとなります。 

　この農地については、地主と民間企業との間で解除条件付賃貸借契約締結を

予定しており、民間企業が農地として管理する見込みです。 

　審議結果については、北海道農業会議へ意見聴取し、許可相当との意見が出さ

れた場合、会長専決により許可書の交付を行います。 

　以上で議案第２号の朗読と説明を終わります。 

 

　これより、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」の件の

質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

 

　発言を求めます。 

 

　発言してください 

 

　駐車場との間に残った農地は今後どのように扱われるのか。 

 

　残った農地は地主と民間企業との間で解除条件付賃貸契約が結ばれ民間企業

が管理する予定である。さらに周辺事業が展開され、事業用地として取得を含み

使用を考えられる状況となった場合、隣接する農地の転用申請として申請が出

されることも考えられる。その場合は転用許可の対象となると思われる。 

 

　了解しました。 

 

　発言を求めます。 

 

　発言してください。 

 

　残された農地には何が作付けされるのか。 
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事務局 

 

 

 

○　番 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　民間企業の業態で使用する作物と考えられます。 

　近くの農地には企業の関係者が農地を借りその作付けの準備をしていると聞

いており、その一環とした作付けとなるものと思います。 

 

　了解しました。 

 

　他に質疑はないようなので、討論を終了いたします。 

 

　これより、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」の件を

採決いたします。 

　本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

　　【挙手多数】 

 

　挙手多数ですので、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

　日程第１４、議案第３号「農業経営改善計画の認定について」の件を議題とい

たします。 

　事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

　　【事務局　議案第３号の朗読と説明】 

　農業経営改善計画に３件の協議がありました。 

　国営事業による基盤強化、機械化をはじめとする効率的作業、圃場管理、適正

施肥、計画的な作業と効率的な労働配分を図り収益を増やす計画となっており

ます。 

　詳細な計画内容について７６ページから８７ページに添付してあります。 

　以上で、議案第３号の朗読と説明を終わります。 

 

　これより、議案第３号「農業経営改善計画の認定について」の件の質疑に入り

ます。 

　質疑はありませんか。 

　　【なしの声あり】 

 

　質疑なしと認め、討論を省略いたします。 

 

　これより、議案第３号「農業経営改善計画の認定について」の件を採決いたし

ます。 

　本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

　　【全員挙手】 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

議　長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

　全員賛成ですので、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

　日程第１５、議案第４号「経営改善資金計画（青年等就農資金）の意見につい

て」の件を議題といたします。 

　事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

　　【事務局　議案第４号の朗読と説明】 

　ニセコ町農業担い手育成に関する条例により新規就農資金の貸し付けを受け

るため１名の新規就農認定者の協議がありました。 

　氏名等についてはご覧のとおりです。経営改善資金計画書は８９ページから

９４ページに添付しております。 

　以上で、議案第４号の朗読と説明を終わります。 

 

　これより、議案第４号「経営改善資金計画（青年等就農資金）の意見について」

の件の質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

　　【なしの声あり】 

 

　質疑なしと認め、討論を省略いたします。 

 

　これより、議案第４号「経営改善資金計画（青年等就農資金）の意見について」

の件を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

　　【全員挙手】 

 

　全員賛成ですので、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

　次の議案第５号については、高橋委員に関する案件が含まれていますので、議

案第５号審議中、高橋委員は議事に参加しないでください。 

 

　日程第１６、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について」の件を議題といたします。 

　事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

　　【事務局　議案第５号の朗読と説明】 

　本案については、所有権移転事案が１件、利用権の再設定が３件、新規契約が

３件となっており、農用地利用集積計画の総面積は、４６，７１９㎡となってお

ります。 

　１番の事案は売買事案で、報告第５号にて報告しました事案です。 
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議　長 

　２番から４番は再設定ですが、２番は契約期間が従前より２年伸び５年での

契約、３番は従前契約どおり、４番は報告第７号で報告した合意解約の事案で、

従前契約の終期を引継ぐ契約となっております。 

　５番から７番は新規で、１０ａ単価は４，４００円から１３，９００円の設定

です。 

　調査書は、９９ページから１０５ページに添付しており、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件に適合しています。 

　位置図は、１０６ページから１１２ページに添付しております。 

　以上で、議案第５号の朗読と説明を終わります。 

 

　これより、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について」の件の質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

　　【なしの声あり】 

 

　質疑なしと認め、討論を省略いたします。 

 

　これより、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について」の件を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

　　【全員挙手】 

 

　全員賛成ですので、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

　以上をもって、令和５年、第４回ニセコ町農業委員会総会を閉会いたします。 

　どうもご苦労様でした。 

 

 

 

　この議事録は、会議の経過を記載したものであり相違ないことを証するため

ここに署名する。 

 

　　　令和 ５ 年 ４ 月２６日 

　　　　　　　　　　議　　　　　長　　　　 

 

　　　　　　　　　　署名委員 ６ 番　　　　 

 

　　　　　　　　　　署名委員 ７ 番　　　　 


